
医療法人群栄会行動計画（女性活躍推進法） 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、また働きやすい雇用環境を作ることに

より、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定する。 

 

【計画期間】 

令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日 

 

【目標①】 

職員全体における管理職の割合を４割以上にする。 

【対策】 

令和 ８年 ４月 部署ごとの男女別評価検証、 

令和 ９年 ４月 必要に応じ評価基準の課題検証 

令和１０年 ４月 必要に応じ評価基準の課題検証 

令和１１年 ４月 必要に応じ検証をもとに評価を本格実施 

令和１２年 ４月 必要に応じ検証をもとに評価を本格実施 

   

【目標②】 

職場と家庭の両立に資するよう雇用環境を整備し、制度の情報提供を行う。 

※（平均継続勤続年数は女性が男性に近い年数になっている。今後も性別にかかわらず

働き続けやすい職場づくりを推進していく） 

【対策】 

   令和 ８年４月 制度の実態把握、検討 

   令和 ９年４月 制度に関する資料作成・周知 

   令和１０年４月 制度に関する資料作成・周知 

   令和１１年４月 制度に関する資料作成・周知 

   令和１２年４月 制度に関する資料作成・周知 

 

  

 

 

 

 



 

●男女の賃金差異 

男性の賃金に対する女性の賃金割合 

８２％      （令和８年４月１日時点） 

 

●女性管理職比率 

３７％   （令和８年４月１日時点）  

 

●労働者に占める女性労働者の割合 

６５．７％ （令和８年４月１日時点）  

 

●女性労働者の平均勤続年数が男性労働者の 

平均勤続年数の７割以上 

 ９８％    （令和８年４月１日時点） 


